
高知県山の学習支援事業費補助金交付要綱改正　新旧対照表 

 改　正　後 現　　行

 
高知県山の学習支援事業費補助金交付要綱 

第１条　（省略） 

 

（補助目的及び補助対象事業） 

第２条　県は、本県の豊かな森林環境とその大切さを県民に気付かせ、体験活動

を通して生きる力と郷土を愛する心を育むための森林環境学習を推進するこ

と及び木育（県民の生活に必要な物資としての木の良さ及びその利用の意義

を学ぶ活動をいう。）の推進の担い手となる指導員を養成することを目的とし

て、別表第１に掲げる事業実施主体（以下「事業実施主体」という。）が行う

事業に要する経費について、同表に掲げる補助事業者（以下「補助事業者」と

いう。）に対して予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国若しくは県が

実施する他の事業（補助金を交付する他の事業、委託事業等）若しくは緑の募

金による森林整備等の推進に関する法律（平成 7 年法律第 88 号）の規定によ

る緑の募金（以下「緑の募金」という。）を活用して助成する事業として採択

された場合又は事業実施主体が市町村、市町村教育委員会若しくは一部事務

組合（以下「市町村等」という。）で当該補助事業の総事業費から補助金額を

控除した市町村等費の財源に森林環境譲与税を充てたときは、補助対象外と

する。 

 

（補助対象経費及び補助率等） 
第３条　（省略） 
 

（補助金の交付の申請手続） 
第４条　規則第３条第１項及び第２項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１

号様式によるものとし、補助事業者は、知事に提出しなければならない。 

高知県山の学習支援事業費補助金交付要綱 

第１条　（省略） 

 

（補助目的及び補助対象事業） 

第２条　県は、本県の豊かな森林環境を県民に気付かせ、その体験活動を通して

生きる力を育むための森林環境学習及び木育（県民の生活に必要な物資とし

ての木の良さ及びその利用の意義を学ぶ活動をいう。）の推進の担い手となる

指導員を養成することを目的として、別表第１に掲げる事業実施主体（以下

「事業実施主体」という。）が行う事業に要する経費について、同表に掲げる

補助事業者（以下「補助事業者」という。）に対して予算の範囲内で補助金を

交付する。ただし、国若しくは県が実施する他の事業（補助金を交付する他の

事業、委託事業等）若しくは緑の募金による森林整備等の推進に関する法律

（平成 7 年法律第 88 号）の規定による緑の募金（以下「緑の募金」という。）

を活用して助成する事業として採択された場合又は事業実施主体が市町村、

市町村教育委員会若しくは一部事務組合（以下「市町村等」という。）で当該

補助事業の総事業費から補助金額を控除した市町村等費の財源に森林環境譲

与税を充てたときは、補助対象外とする。 

 

 

（補助対象経費、補助率等） 
第３条　（省略） 
 

（補助金の交付の申請） 
第４条　規則第３条第１項の補助金等交付申請書の様式は、別記第１号様式によ

るものとし、補助事業者は、知事に提出しなければならない。 



 ２　（省略） 

 

（補助金の交付の決定の通知） 

第５条 知事は、規則第３条及び前条第１項の規定による申請が適当であると認め

たときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。

ただし、当該申請をしたものが別表第６に掲げるいずれかに該当すると認める

ときを除く。 

 

（補助の条件） 
第６条　（１）、（２）（省略） 

（３）補助事業の実施に当たっては、別表第６に掲げるいずれかに該当すると

認められる者を契約の相手方としないこと等の暴力団等に係る県の取扱いに準じ

て行わなければならないこと。 

（４）～（10）、２、３（省略） 

 

（補助事業の変更） 
第７条　補助事業者は、規則第５条第１項第１号又は第３号の規定により、知事

の承認を受けようとする場合は、別記第２号様式による補助金変更申請書を知

事に提出しなければならない。 
２　前項の変更承認を必要とする場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 

(１)　補助事業の追加、中止又は廃止を行う場合 
(２)　補助対象経費総額の 30 パーセントを超える増減が生じる場合 
(３)　補助金額が増額する場合 
 
 

（実績報告等） 
第８条　（省略） 

２　補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した

２　（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

（補助の条件） 
第５条（１）、（２）（省略） 

（３）補助事業の実施に当たっては、別表第６に掲げるいずれかに該当すると

認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに

準じて行わなければならないこと。 

（４）～（10）、２、３（省略） 

 

（補助事業の変更） 
第６条　補助事業者は、規則第５条第１項第１号又は第３号の規定により、知事

の承認を受けようとする場合は、別記第２号様式による補助金変更申請書を知

事に提出しなければならない。 
２　規則第５条第１項第１号の規定による変更の承認が必要な場合は、次のいず

れかに該当する場合とする。 
(１)　補助事業の追加、中止又は廃止を行う場合 
(２)　補助対象経費総額の 30パーセントを超える増減が生じる場合 
(３)　補助金額が増額する場合 

 
（実績報告） 
第７条　（省略） 

２　補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により交付申請した場合は、前



 場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控

除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなけれ

ばならない。 

３　補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により補助金の交付を申請した

場合は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金

に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額（前項の規定により

減額した場合にあっては、その減じた額を上回る部分の金額）を別記第４号様

式により速やかに知事に報告するとともに、当該金額を県に返還しなければな

らない。 

 

（概算払） 

第９条　（省略） 

 

（グリーン購入） 
第 10条　（省略） 

 

（県内発注） 

第 11 条　補助事業者は、補助事業の実施において県が定める「公共調達による地

消地産推進戦略」に沿った県内発注に努めるものとする。 

 

（情報の開示） 

第 12 条　（省略） 

 

（個人情報の適正な管理） 

第 13 条　（省略） 

 

（委任） 

第 14 条　（省略） 

項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が

明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。 

 

３　補助事業者は、第４条第２項ただし書の規定により交付申請した場合は、第

１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費

税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した

場合にあっては、その減じた額を上回る部分の金額）を別記第４号様式により

速やかに知事に報告するとともに、当該金額を県に返還しなければならない。 

 

 

（概算払） 

第８条　（省略） 

 

（グリーン購入） 
第９条　（省略） 

 

 

 

 

 

（情報の開示） 

第 10 条　（省略） 

 

（個人情報の適正な管理） 

第 11 条　（省略） 

 

（委任） 

第 12 条　（省略） 



  

附則 

（施行期日） 

　１　この要綱は、平成 20 年４月 11 日から施行する。 

（失効期限等） 

２　この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された補助金については、第６条、第８条第３項及び第 12 条の規

定は、同日以降もなおその効力を有する。 

附則　この要綱は、平成 22 年４月６日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 29 年４月３日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 30 年４月２日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和５年３月 31 日から施行する。 

附則　この要綱は、令和６年４月２日から施行する。 

附則　この要綱は、令和７年３月 25 日から施行する。 

附則　この要綱は、令和８年３月 25 日から施行する。

 

附則 

 

　１　この要綱は、平成 20 年４月 11 日から施行する。 

 

２　この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この要綱

に基づき交付された補助金については、第５条、第７条第３項及び第 10 条の規

定は、同日以降もなおその効力を有する。 

附則　この要綱は、平成 22 年４月６日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 29 年４月３日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 30 年４月２日から施行する。 

附則　この要綱は、平成 31 年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附則　この要綱は、令和５年３月 31 日から施行する。 

　附則　この要綱は、令和６年４月２日から施行する。 

　附則　この要綱は、令和７年３月 25 日から施行する。



 別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 
 事業区分 事業内容 補助事業者 事業実施主体

 １．山の学習
支援

ア.「総合的な学習の
時間」等において年
間を通して森林環境
学習を実践する事業
のために要する経費
への支援 
 
 

イ.年間を通して森
林をはじめとする自
然体験活動を実践す
る事業のために要す
る経費への支援

（省略） ア.市町村等、県内で
小中高等学校を運営
する学校法人又はそ
の私立小中高等学
校、国立大学法人高
知大学に附属する小
中学校等 
 
イ.市町村等、県内で
幼稚園、保育所、認定
こども園を運営する
学校法人、社会福祉
法人、県内に事務所
を置く企業、団体（政
治団体又は宗教団体
は除く。）等又は国立
大学法人高知大学に
附属する幼稚園

 ２．山の一日
先生派遣

（省略） （省略） （省略）

 ３．宿泊型学
習支援（学校
行事）

学校行事として実施
する森林に関する学
習と体験活動を含む
１泊２日以上の自然
体験型学習事業に要
する経費への支援

（省略） （省略）

 ４．宿泊型学
習支援（学校
行事以外）

（省略） （省略） （省略）

 ５．宿泊型学
習 利 用 促 進
（学校行事）

（省略） （省略） （省略）

 ６．木育指導
員養成

木育推進の担い手と
なる指導者を養成す
るために実施する研
修等に要する経費

（省略）

 事業区分 事業内容 補助事業者 事業実施主体

 １．山の学
習支援

「総合的な学習の時
間」等において年間を
通して森林環境学習を
実践する事業のために
要する経費への支援

（省略） 市町村等、県内で小中
高等学校を運営する学
校法人又はその私立小
中高等学校、国立大学
法人高知大学に附属す
る小中学校等

 ２．山の一
日先生派遣

（省略） （省略） （省略）

 ３．宿泊型
学 習 支 援
（ 学 校 行
事） 

学校行事として実施す
る森林に関する学習と
体験活動を含む２泊３
日以上の自然体験型学
習事業に要する経費へ
の支援 

（省略） （省略）

 ４．宿泊型
学 習 支 援
（学校行事
以外）

（省略） （省略） （省略）

 ５．宿泊型
学習利用促
進（学校行
事）

（省略） （省略） （省略）

 ６．木育指
導員養成

木育推進の担い手とな
る指導者を養成するた
めに実施する研修等に
要する経費への支援

（省略）



 

（注１）　(省略） 

（注２）事業実施主体は、事業実施の際に県の森林環境税を活用した事業である
ことを広報すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７．学習プロ
グラム等支援

・各市町村教育委員
会、小中高等学校、幼
稚園、保育所、認定こ
ども園への事業活用
の要請活動 
・個別の学習プログ
ラム作成支援、指導
者とのマッチング等
の相談業務 
・協力団体、施設、講
師等の新規開拓活動

公益社団法
人高知県森
と緑の会

 ８．附帯事務
費

事業区分１から７ま
での実施のために要
する経費

（省略）

 ７．附帯事
務費

事業区分１から６まで
の実施のために要する
経費への支援

（省略）



 別表第２（第３条関係） 別表第２（第３条関係） 

 事業区分 補助対象経費 補助率等

 １．山の学習
支援

（省略） （省略）

 ２．山の一日
先生派遣

（省略） （省略）

 ３．宿泊型学
習支援（学校
行事）

（省略） （省略）

 ４．宿泊型学
習支援（学校
行事以外）

（省略） （省略）

 ５．宿泊型学
習 利 用 促 進
（学校行事）

（省略） （省略）

 ６．木育指導
員養成

（省略） （省略） 
  科目 条件

 賃金 （省略）

 報償費 （省略）

 旅費 自家用車を使用する場合の
距離の算定は、経済的かつ合
理的な経路により行うもの
とし、車賃は 1 キロメートル
につき 37 円とする。 
（省略）

 （省略） （省略）

 事業区分 補助対象経費 補助率等

 １．山の学習
支援

（省略） （省略）

 ２．山の一日
先生派遣

（省略） （省略）

 ３．宿泊型学
習支援（学校
行事）

（省略） （省略）

 ４．宿泊型学
習支援（学校
行事以外）

（省略） （省略）

 ５．宿泊型学
習利 用促進
（学校行事）

（省略） （省略）

 ６．木育指導
員養成

（省略） （省略） 

  科目 条件

 賃金 （省略）

 報償費 （省略）

 旅費 自家用車を使用する場合の
距離の算定は、経済的かつ合
理的な経路により行うもの
とし、車賃は 1 キロメートル
につき 29 円とする。 
（省略）

 （省略） （省略）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ７．学習プロ
グラム等支援

補助事業者が事業を実施するために要する以下
の経費。 
ただし、国若しくは県の他の事業（補助事業、委
託事業等）又は「緑の募金」を活用して助成する
事業等に採択若しくは採択予定の事業は、補助
対象外とする。 

10 分の 10
以内

 ８．附帯事務
費

（省略） （省略）

 科目 条件

 賃金

 報償費

 旅費 自家用車を使用する場合の距離の
算定は、経済的かつ合理的な経路
により行うものとし、車賃は 1 キ
ロメートルにつき 37 円とする。

 需用費 食糧費及び賄材料費を除く。

 役務費

 委託料 事業内容の主たる部分を委託する
場合は補助対象外とする。

 使用料
及び貸
借料

 ７．附帯事務
費

（省略） （省略）



   

 別表第３（第３条関係） 

（注１）(省略） 
（注２）(省略）

別表第３（第３条関係） 

（注１）(省略） 
（注２）(省略）

 事業区分 山の学習支援 山の一日先生派遣

 補助対象

経費

賃金 
報償費 
旅費（自家用車を使用する場合の
距離の算定は、経済的かつ合理的
な経路により行うものとし、車賃
は１キロメートルにつき 37 円と
する。） 
（省略）

賃金 
報償費 
旅費（自家用車を使用する場
合の距離の算定は、経済的か
つ合理的な経路により行う
ものとし、車賃は１キロメー
トルにつき 37 円とする。） 
（省略）

 補助率 （省略） （省略）

 補助金額

の上限

 

※別表第１の事業区分１の事業内
容イについては、３歳以上を対象
とする。 

（省略）

 
 
 
100 万円以内 
 
 
 
 
 
 
（省略）

 対象児童又は
生徒の数

補助金額の上
限

 40 人未満 22 万円以内

 （省略） （省略）

 （省略） （省略）

 事業区分 山の学習支援 山の一日先生派遣

 補助対象

経費

賃金 
報償費 
旅費（自家用車を使用する場合
の距離の算定は、経済的かつ合
理的な経路により行うものと
し、車賃は１キロメートルにつ
き 29 円とする。） 
（省略）

賃金 
報償費 
旅費（自家用車を使用する場
合の距離の算定は、経済的か
つ合理的な経路により行うも
のとし、車賃は１キロメート
ルにつき 29 円とする。） 
（省略）

 補助率 （省略） （省略）

 補助金額

の上限

 

 

（省略）

 
 
 
75 万円以内 
 
 
 
 
 
 
（省略）

 対 象 児童 又
は生徒の数

補 助金 額の
上限

 40 人未満 22 万円以内

 （省略） （省略）

 （省略） （省略）



 別表第４（第３条関係） 

（注１）(省略） 
（注２）(省略） 
（注３）（省略） 

別表第４（第３条関係） 

（注１）(省略） 
（注２）(省略） 
（注３）（省略） 

 事業区分 宿泊型学習支援（学校行
事）

宿泊型学習支援（学校行事
以外）

宿泊型学習
利用促進（学
校行事）

 補助対象
経費

賃金 
報償費 
旅費（鉄道・航空機による
移動に係る経費は除く旅
費、宿泊費及び船室借上
料。自家用車を使用する場
合の距離の算定は、経済的
かつ合理的な経路により
行うものとし、車賃は１キ
ロメートルにつき 37 円と
する。） 
需用費（食糧費及び賄材料
費を除く。） 
役務費 
委託料 
使用料及び貸借料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※(省略）

賃金 
報償費 
旅費（鉄道・航空機による
移動に係る経費は除く旅
費、宿泊費及び船室借上
料。自家用車を使用する場
合の距離の算定は、経済的
かつ合理的な経路により
行うものとし、車賃は１キ
ロメートルにつき 37 円と
する。） 
需用費（食糧費及び賄材料
費を除く。） 
役務費 
委託料 
使用料及び貸借料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※(省略）

（省略）

 補助率と
補助金額
の上限

（省略） （省略） 

※(省略）

（省略）

 対象児童
生徒の数

補助金額
の上限

 8 人以上 
20 人以下

（省略）

 （省略） （省略）

 事業区分 宿泊型学習支援
（学校行事）

宿泊型学習支援（学校行事
以外）

宿泊型学習
利用促進（学
校行事）

 補助対象経費  

※(省略）

（省略）

 補助率と補助
金額の上限

（省略） （省略） 

※(省略）

（省略）

 科目 内容及び条件

 賃金 体験活動での児童生徒の指導
や支援活動のコーディネート
等を行う人材への資金。

 報償費 体験活動での児童生徒の指導
や支援活動のコーディネート
等を行う人材への謝金等。

 旅費 事前調査や打合せ等の旅費、児
童・生徒・引率者等の宿泊費や
船室借上料等とし、鉄道・航空
機に係る経費は除く。 
自家用車を使用する場合の距
離の算定は、経済的かつ合理的
な経路により行うものとし、車
賃は１キロメートルにつき 29
円とする。

 需用費 体験活動に必要な材料や資
材・用具などの消耗品の購入
費、印刷物の印刷製本費、燃料
費等とし、食糧費及び賄材料費
は除く。

 役務費 当該活動のため新規で加入す
る傷害保険料、体験活動にあた
り支払う体験料や手数料等。

 委託料 体験活動に必要なプログラム
を実施するための委託料。

 使 用 料
及 び 貸
借料

バス借上料、施設入館料等。

 対象児童
生徒の数

補助金額
の上限

 15 人以上 
20 人以下

（省略）

 （省略） （省略）



 別表第５(第３条関係） 

事業の実施基準 

 

 

別表第６(第６条関係） 
１　暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条例」
という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等（同
条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 
２　（省略） 

 

 

 

 

 

別表第５(第３条関係） 

事業の実施基準 

 

 

別表第６(第５条関係） 

１　暴力団（高知県暴力団排除条例（平成 22 年高知県条例第 36 号。以下「暴排条
例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員
等（同条第３号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。）であるとき。 
２　（省略） 

 

 

 

 

 

 区　分 内　容

  
広報

補助事業者は、事業実施主体の行った取組等、補助事業の内容に
ついて、県民に向けてホームページ等様々な手段を活用して広報
を行い、高知県森林環境税を活用した取組の周知を図ること。

  
公募 

①補助事業者は、事業区分の山の学習支援の事業内容ア、宿泊
型学習支援（学校行事）及び宿泊型学習利用促進（学校行事）
にあっては市町村、市町村教育委員会、学校組合、県内で小中
高等学校を運営する学校法人又はその私立小中高等学校、国立
大学法人高知大学に附属する小中学校に対して、事業区分の山
の学習支援の事業内容イにあっては市町村、県内で幼稚園、保
育所、認定こども園を運営する学校法人、社会福祉法人、県内
に事務所を置く企業、団体（政治団体又は宗教団体は除く。）等
又は国立大学法人高知大学に附属する幼稚園に対して、事業区
分の山の一日先生派遣にあっては森林・林業に関係するＮＰＯ
等、市町村、森林組合、森林・林業関係団体等に対して、事業
区分の宿泊型学習支援（学校行事以外）にあっては市町村等、
ＮＰＯ法人、社会福祉法人、青少年教育団体等に対して、文書
による通知その他公募を周知するための措置を行うこと。 
②公募に当たっては、高知県森林環境税を活用した事業である
旨の記載を行うこと。

  
事業実施 

（省略） 
⑤研修等を開催する際には、ホームページ等様々な手段を活用し
て広く募集を行うとともに、参加者には高知県森林環境税を活用
した取組であることの周知を図ること。

  
検査及び確定 

（省略）

 区　分 内　容

  
広報

補助事業者は、事業実施主体の行った取組等、補助事業の内容
について、県民に向けてホームページ等様々な手段を活用して
広報を行い、森林環境税を活用した取組の周知を図ること。

  
公募 

①補助事業者は、事業区分の山の学習支援事業、宿泊型学習支
援事業（学校行事）及び宿泊型学習利用促進（学校行事）にあ
っては市町村、市町村教育委員会、学校組合、県内で小中高等
学校を運営する学校法人又はその私立小中高等学校、国立大学
法人高知大学に附属する小中学校に対して、事業区分の山の一
日先生派遣にあっては森林・林業に関係するＮＰＯ等、市町
村、森林組合、森林・林業関係団体等に対して、事業区分の宿
泊型学習支援事業（学校行事以外）にあっては市町村等、ＮＰ
Ｏ法人、社会福祉法人、青少年教育団体等に対して、文書によ
る通知その他公募を周知するための措置を行うこと。 
 
 
 
 
②公募に当たっては、森林環境税を活用した事業である旨の記
載を行うこと。

  
事業実施 

（省略） 
⑤研修等を開催する際には、ホームページ等様々な手段を活用
して広く募集を行うとともに、参加者には森林環境税を活用し
た取組であることの周知を図ること。

  
検査及び確定 

（省略）



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

第１号様式　別紙３（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式　別紙３（省略） 



 

  



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

  



 

  



 

 

第３号様式　別紙３（その２）（省略） 

 

第３号様式　別紙３（その３）（省略）

 

第３号様式　別紙３（その２）（省略） 

 

第３号様式　別紙３（その３）（省略）



 

 



 第３号様式　別紙５（省略） 

 

第３号様式　別紙６（省略） 

 

第３号様式　別紙５（省略） 

 

第３号様式　別紙６（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


